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令和2年6月29日

家庭裁判所事務局長殿

最高裁判所事務総局家庭局第二課長宇田川公輔

未成年後見人選任申立耆等及び任意後見監督人選任申立書等

に関する統一書式等の電子データの送付について（事務連絡）

標記の統一書式等について，令和2年1月24日付け当職事務連絡により，統一

書式案の内容につき各家庭裁判所の御意見を伺ったところです。 この度，各家庭裁

判所や専門職団体等の御意見を基に検討し，別添のとおり，統一書式及び参考資料

を作成しましたので，統一書式等の電子データを送付します。なお，統一書式等の

補足説明及び統一書式案からの主な修正点は別紙1から3までのとおりです。

各家庭裁判所におかれては，令和3年4月からの標記の統一書式の運用開始に向

けて書式の調達等の準備を整えていただきますようよろしくお願いします。



(別紙1）

未成年後見人選任申立書等及び任意後見監督人選任申立害等

に関する統一書式等の補足説明

1 統一書式等の概要

(1) 統一書式とする申立てについて

本事務連絡において統一書式とする申立ては，未成年後見人選任申立て及び

任意後見監督人選任申立てです。

（2） 未成年後見人選任申立てに関する統一書式等について

統一書式は，下記アからキまでの各書式及び下記クの記載例です。参考資料

は，下記ケからサまでの各資料です。前回求意見時からの主な修正点等につい

ては，別紙2 「統一書式案及び参考資料案の主な修正点等（未成年後見人選

任） 」を御参照ください。

記

【統一書式】

ア未成年後見人選任申立書

イ 申立事情説明書

ウ親族関係図

エ未成年後見人候補者事情説明書

オ財産目録

力相続財産目録

キ収支予定表

ク上記各書式の記載例

【参考資料】

ケ未成年後見人選任の審判の申立てについて

．親族の意見書・記載例・親族の意見書について



サ未成年後見人選任申立書の継続用紙

(3) 任意後見監督人選任申立てに関する統一書式等について

統一書式は，下記アからキまでの各書式及び下記クの記載例です。参考資料

は，下記ケ及びコの各資料です。前回求意見時からの主な修正点等については，

別紙3 「統一書式案及び参考資料案の主な修正点等（任意後見監督人選任） 」

を御参照ください。

記

【統一書式】

ア任意後見監督人選任申立書

イ 申立事情説明書（任意後見）

ウ親族関係図

エ任意後見受任者事情説明書

オ財産目録

力相続財産目録

キ収支予定表

ク上記各書式の記載例

【参考資料】

ケ任意後見監督人選任の審判の申立てについて

．推定相続人について

2統一書式による運用の開始について

（1） 運用開始時期について

令和3年4月からは，全ての庁において，統一書式による運用を開始してい

ただくようお願いします。運用開始時には上記1(2)及び(3)の各統一書式並びに

同(2)ケ及び(3)ケの参考資料の電子データを裁判所ウェブサイト （後見ポータル

サイト）に掲載する予定です。

(2) 統一書式を運用開始時期よりも先行して使用することの可否について



各庁の実情に応じて，上記(1)の運用開始時期に先行して，本事務連絡におい

て送付した統一書式を使用していただいて構いません。

ただし，上記(1)の運用開始までの期間は，統一書式を使用しない庁もありま

すので，先行して使用する庁においては，統一書式ではなく各庁の申立書式と

してこれを使用し，他庁への申立てについて手続案内を行う際などには先行使

用を行わない庁もあることに留意していただきますようお願いします。

なお，先行して使用する庁におかれましては，各庁の申立書式として，各庁

のウェブサイトに掲載し，各地域の関係団体に対して電子データを提供してい

ただいて構いません。

（3） 現在使用している書式を統一書式と併用することの可否について

上記(1)の運用開始以降は，各庁において現在使用している書式と統一書式を

併用することは想定しておりませんので，各庁において現在使用している書式

の配布は控えていただきますようお願いします。

s各庁における統一書式等の改変の可否及び追加資料の作成について

（1） 統一書式の改変の可否について

未成年後見人選任申立書及び任意後見監督人選任申立書における以下の点を

除き，各庁において統一書式の内容を改変することは想定していません。

ア提出先を記載する家庭裁判所欄に庁名を印字すること。

イ添付書類欄を改変すること。

（2） 参考資料の改変の可否について

参考資料については，各庁の運用に合わせて内容を改変するなどし， ご利用

していただいて差し支えありません。

（3） 追加資料の作成について

統一書式及び参考資料のほかに，各庁の実情に応じて追加の説明資料等を作

成していただいくことは差し支えありません。

4統一書式の配布方法について



統一書式については， 中央調達は行わず， 自庁で調達をしていただくことにな

ります。

5 関係団体への周知について

各庁において統一書式による運用を開始するに当たっては，必要に応じて專門

職団体や児童相談所などの関係団体に対する周知を行っていただきますようお願

いします。

家庭局では，各庁における関係団体への周知が円滑に行われるよう，今後， 関

係団体に対して統一書式の運用開始に関して周知するとともに，周知状況等につ

いては，各庁に情報提供を行う予定です。

6統一書式の今後の改定について

家庭局では，各庁における統一書式の運用状況，統一書式を使用した禾|｣用者か

らの意見などを踏まえ，今後，必要に応じて統一書式の内容等の見直しを行い，

改定作業を行う予定です。具体的な改定の時期等につきましては，統一書式の運

用状況等を踏まえた上で，各庁にお知らせする予定です。



(別紙2） 統一書式案及び参考資料案の主な修正点等(未成年後見人選任）

※桃色の網掛け部分は，専門職団体及び関係機関の意見である。

※「意見を受けての修正点等」欄に「原案」 とあるのは，令和2年1月24日付け家庭局第二課長事務連絡添付の書式案のことを指す。

修正案(令和2年1月24日付け家庭局第二課長事務連絡)に対する意見 意見を受けての修正点等
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修正案(令和2年1月24日付け家庭局第二課長事務連絡)に対する意見 意見を受けての修正点等
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修正案(令和2年1月24日付け家庭局第二課長事務連絡)に対する意見 意見を受けての修正点等
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修正案(令和2年1月24日付け家庭局第二課長事務連絡)に対する意見
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【8未成年後見人の役割及び責任】
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修正案(令和2年1月24日付け家庭局第二課長事務連絡)に対する意見
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｜ ’ ｜けての修正点等｜ 意見を受修正案(令和2年1月24日付け家庭局第二課長事務連絡)に対する意見
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(別紙3） 統一書式案及び参考資料案の主な修正点等(任意後見監督人選任）

※桃色の網掛け部分は，専門職団体及び関係機関の意見である。
※「意見を受けての修正点等」欄に「原案」 とあるのは，
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年1月24日付け家庭局第二課長事務連絡)に対する意見 意見を受けての修正点等
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修正案(令和2年1月24日付け家庭局第二課長事務連絡)に対する意見
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【6申立後の手続について】
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【7任意後見制度等についてのお問合せ先】
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【チェックリスト】

意見を受けての修正点等
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